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まえがき

平成１３年９月、我が国で初めての牛海綿状脳症（以下「ＢＳＥ」という ）が確認。

された。その後、国民の間に牛肉消費の低迷といった状況が生じるとともに、畜産農家

を含めた食肉業界に混乱が広がった。

このような中、ＢＳＥに関する一連の行政対応上の問題点を検証し、今後の畜産・食

品衛生行政の在り方について調査検討を行うため、平成１３年１１月に農林水産大臣及

び厚生労働大臣の私的諮問機関として「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」が設置さ

れ、客観的な検証と科学的な知見に基づく検討が行われた。平成１４年４月に提出され

た同委員会の報告においては、農林水産行政に対し、危機管理体制の欠落、消費者保護

軽視等の厳しい指摘がなされた。

同報告を踏まえ、消費者保護を重視し、いわゆるリスク分析の考え方に基づいた行政

を展開するなど、食の安全・安心の確立に向けた政策の抜本的な改革に取り組むことが

喫緊の課題とされた。

そのような状況の下、平成１４年６月１４日、牛海綿状脳症対策特別措置法（平成

１４年法律第７０号。以下「特別措置法」という ）が公布された。。

特別措置法は、ＢＳＥの発生を予防し、及びまん延を防止するための特別の措置を定

めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の

保護並びに肉用牛生産及び酪農、牛肉に係る製造、加工、流通及び販売の事業、飲食店

営業等の健全な発展を図ることを目的とするものであり、今後の我が国におけるＢＳＥ

対策の基本的指針となるものである。

牛海綿状脳症対策基本計画（特別措置法第４条第１項の基本計画をいう ）は、特別。

措置法に基づき、ＢＳＥの患畜が確認された場合又はその疑いがあると認められた場合

において国又は都道府県等が講ずべき措置に関する基本的な計画として策定するもので

あり、国及び都道府県等は、この計画に基づき、速やかにまん延防止対策等を講ずるも

のとする。

第１ 対応措置に関する基本方針

ＢＳＥは、１９８６年に英国において初めて確認され、その後、英国での発生が急増



し、ピーク時の１９９２年には３７，２８０頭の患畜が確認された。また、１９９０年

代にはヨーロッパ大陸に広がり、その後、２００３年にはカナダや米国においても患畜

が確認されるなど、２００５年９月までに２４カ国で発生が報告されている。

我が国においても、平成１３年９月に初めてＢＳＥの患畜が確認され、その後のと畜

場及び農場における検査の結果、平成１７年９月現在において総数２０頭のＢＳＥの患

畜が確認されている。

ＯＩＥ（国際獣疫事務局）は、国際動物衛生規約で、ＢＳＥ清浄国（無視できるリス

クの国）の条件として、

① 国内産牛におけるＢＳＥの最終発生から少なくとも７年以上経過していること

② 適切なレベルの管理及び査察を通じて、少なくとも８年間は反すう動物由来の肉骨

粉あるいは獣脂かすを含む飼料が反すう動物へ給与されていないことが証明されてい

ること

等を掲げており、我が国がＢＳＥ清浄国へ復帰するためには、これらの条件を満たす必

要がある。

このため、我が国としては、平成１３年９月のＢＳＥの患畜の確認を受け、同年１０

月１８日から、

① と畜場において、食肉処理を行うすべての牛について、ＢＳＥ検査を実施し、陽性

と確定診断された牛はすべて焼却

② と畜場において、ＢＳＥ患畜で感染性が示唆されている部位である脳、眼（平成１

４年１０月から頭部（舌及び頬肉を除く 、せき髄及び回腸遠位部を特定部位とし。））

てすべての牛から除去した上で焼却（平成１６年２月からせき柱の食品への使用及び

飼料用油脂原料としての使用を禁止）

③ 農場において、ＢＳＥが疑われる牛、その他中枢神経症状を呈する牛等について、

ＢＳＥ検査を実施。検査結果にかかわらず、と体はすべて焼却

する体制を整備し、安全な牛からのもの以外は食用としても飼料原料としても一切市場

に出回ることのないシステムを確立した。

また、ＢＳＥの主な感染源とされている肉骨粉については、平成１３年１０月にはす

べての国からの輸入及び国内における製造・出荷を一時停止し、その実効性をより確実

なものとするため、肉骨粉を含む家畜用飼料の製造、販売及び家畜への給与を法的に禁

止し、ＢＳＥの感染経路を遮断した。

さらに、国民の不安を払拭するとともに、将来にわたり畜産農家が安心して営農でき

るよう、ＢＳＥ診断法の標準化に関する研究を実施し、さらに、ＢＳＥの生前診断法の

開発やＢＳＥ発生メカニズムの解明を始めＢＳＥに関する研究開発を推進している。



その後、平成１５年５月２３日には食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）が制

定され、同法第２２条において、科学的見地から食品健康影響評価を実施する機関とし

て、内閣府に食品安全委員会が設置された。

この食品安全委員会において、平成１６年９月、最新の科学的知見を踏まえたＢＳＥ

の評価・検証結果を行った報告書がまとめられ、これを受けて、同年１０月、厚生労働

省及び農林水産省はＢＳＥ検査の見直し、飼料規制の強化等について諮問を行った。

平成１７年５月に食品安全委員会の答申がとりまとめられたことを受けて、平成１７

年８月１日から、２１か月齢以上のすべての牛を対象としてＢＳＥ検査を実施すること

とする厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成１４年厚生労働省令

第８９号）の一部改正が、また、平成１７年８月３０日から、飼料に関する規制を一層

強化し、飼料の輸入及び販売に関する届出義務の対象を拡大することとする飼料の安全

性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則（昭和５１年農林省令第３６号）の一部

改正が、それぞれ施行された。

我が国としては、一日も早いＢＳＥ清浄国への復帰を図るため、これらの体制を今後

とも維持し、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションといった「リスク分

析」の考え方に基づいた的確な対応措置を講じ、もって生産者から消費者までの安全・

安心の確保を図るものとする。

第２ 計画の期間

計画の期間については、おおむね５年間とするが、ＢＳＥをめぐる情勢の変化、最新

の科学的知見等を踏まえ、必要に応じ、これを見直し、所要の変更を行うこととする。

第３ ＢＳＥのまん延防止のための措置に関する事項

１ ＢＳＥの患畜の確認までの措置

（１）農場段階における措置

① 牛の所有者、獣医師等による届出

国及び都道府県は、牛の所有者、獣医師等に対して、ＢＳＥを疑う症状を呈し

た牛又は死亡牛を確認した場合には、速やかに届出を行うよう周知し、農場段階

におけるＢＳＥ検査の適切な実施について協力を求めるものとする。

② ＢＳＥ検査の実施

都道府県は、国等と連携し、ＢＳＥ検査の適切な実施により、迅速に病性の決

定を行うよう努めるものとする。また、ＢＳＥ検査により感染が疑われる場合に

は、国への迅速な連絡又は通報を行うものとする。



③ 死亡牛の検査体制の整備

国及び都道府県等は、死亡牛の届出等に基づき、２４か月齢以上の死亡牛全頭

についてのＢＳＥ検査を適切に実施するための体制の整備に努めるものとし、国

は都道府県が行う検査体制の整備に必要な協力を行うものとする。また、国は、

都道府県等と連携し、検査結果の収集分析による適切なリスク管理を行うものと

する。

（２）と畜場段階における措置

① とさつ解体の禁止

都道府県及び保健所設置市は、生体検査の結果、当該牛がＢＳＥにり患してい

る疑いがあると判断した場合には、とさつ解体禁止の措置をとり、申請者、と畜

場設置者等にその旨を通知するとともに、当該牛の出荷者を管轄する関係都道府

。 、 、県等に情報提供するものとする 情報提供を受けた都道府県は 当該牛について

移動の制限を行い、経過を観察するなど必要な措置を講ずるものとする。

② ピッシング（とさつ時のワイヤーによる脳及びせき髄の破壊）の中止

国、都道府県及び保健所設置市は、ピッシングの早期中止を図るため、と畜場

毎の対応方針に従い、その実施を推進するものとする。

③ ＢＳＥ検査の実施

都道府県及び保健所設置市は、と畜場におけるＢＳＥ検査を適切に実施すると

ともに、食肉処理時にと畜業者等により牛の枝肉及び食用に供する内臓の汚染を

防ぐよう特定部位が除去され、と畜場設置者又は管理者により焼却されることを

確認するものとする。

また、都道府県及び保健所設置市は、ＢＳＥスクリーニング検査により陽性と

判断された牛が発見された場合には、国への迅速な連絡を行うものとする。

④ ＢＳＥ検査への技術的支援

国は、都道府県及び保健所設置市に対し、ＢＳＥ検査を適切に実施するための

技術的支援を行うものとする。

２ ＢＳＥの患畜が確認された場合における措置



（１）患畜の死体及び汚染物品の焼却等

① 患畜の死体の焼却、汚染物品の焼却等

ＢＳＥの患畜の死体の焼却、汚染物品の焼却等は、原則として当該患畜の死体

又は汚染物品が所在する都道府県の指示に基づき、当該患畜又は汚染物品の所有

者が行うものとする。当該都道府県は、積極的に当該所有者に協力するよう努め

るとともに、必要がある場合には、自らがその全部又は一部を実施することとす

る。

② 施設設備、器具器械の消毒等

ＢＳＥの患畜からの検体の採材施設又は死体の保管施設が所在する都道府県

は、当該施設の管理者に対し、当該施設設備、器具器械の消毒等必要なまん延防

止措置の実施について指示するものとする。

③ と畜場の検査により確認された場合の措置

と畜場における検査によりＢＳＥの患畜が確認された場合には、当該と畜場が

所在する都道府県又は保健所設置市は、患畜の所有者等に対し、患畜のすべての

部分を焼却するよう指示するとともに、と畜場の設置者又は管理者に対し、当該

と畜場において特定部位に接触した、又はそのおそれのある施設設備及び器具器

械について消毒措置等を確実に行うよう指示するものとする。また、当該患畜の

出荷元の調査に必要な情報等の提供並びに特定部位に接触しない施設設備及び器

具器械の入念な洗浄消毒を行うよう指示するものとする。

④ 焼却・消毒施設、個体識別体制の整備

国及び都道府県は、患畜若しくは汚染物品の所有者又は都道府県が行う焼却、

消毒等に必要な体制の整備、個体識別体制の整備等に努めるものとする。

（２）発生農場等における同居牛の移動の制限及び飼養状況等の把握

ＢＳＥの患畜が飼養されていた農場が所在する都道府県は、当該農場における患

畜との同居牛について、移動の制限の指示を行うとともに、飼養状況、過去の同居

牛の移動状況等の把握につき、必要に応じて、独立行政法人家畜改良センター等の

協力を得て行うものとする。

（３）疑似患畜の特定及びＢＳＥ検査・焼却処分の実施

① 同居牛における疑似患畜の特定・ＢＳＥ検査

ＢＳＥの患畜が飼養されていた農場が所在する都道府県は、牛の飼養者から提

、 、 、供される個体情報等を活用し 患畜との同居牛について疑似患畜を特定し 順次



殺処分とＢＳＥ検査を行うとともに死体の焼却を確認するものとする。

② 移動先農場における疑似患畜の特定・ＢＳＥ検査

国は、患畜が飼養されていた農場が所在する都道府県以外の都道府県に疑似患

畜が移動している場合には、患畜が飼養されていた農場が所在する都道府県と連

携して、移動先の都道府県に個体情報等の必要な情報を速やかに連絡するものと

し、連絡を受けた都道府県は当該情報に基づき、移動先農場及び疑似患畜を特定

し、順次、疑似患畜の殺処分とＢＳＥ検査を行うとともに死体の焼却を確認する

ものとする。

③ 疑似患畜の検査・焼却体制の整備

国は、都道府県と連携し、疑似患畜のＢＳＥ検査及び焼却処分の適切な実施に

必要な体制の整備に努めるとともに、検査結果等の収集分析による適切なリスク

管理を行うものとする。

（４）感染源・感染経路の究明

① 疫学調査の実施

ＢＳＥの患畜が飼養されていた農場が所在する都道府県は、効果的なまん延防

止及び再発防止を図るため、国、関係都道府県、患畜の所有者、獣医師、農業協

同組合等の協力を得て、当該患畜への飼料の給与状況等の疫学調査を実施するも

のとする。

② 感染源・感染経路の究明

国は、患畜の疫学調査を行う都道府県等と協力して、飼料等の原材料の流通経

路、成分等に関する調査を実施し、ＢＳＥの原因とされる異常プリオン蛋白質の

当該飼料等への混入の可能性の有無を確認するなど、感染源・感染経路の究明を

行い、再発の防止に努めるものとする。

第４ 正確な情報の伝達に関する事項

（１）ＢＳＥの患畜の確認に関する情報の伝達

ＢＳＥの患畜が確認された場合には、国及び都道府県等は、当該牛及び発生農場

における飼養管理の概要等患畜に関する情報について、プレスリリース、ホームペ

ージ等を通じて適切に公表するものとする。

また、公表の際には、ＢＳＥの特性とともに疑似患畜の隔離など適切な防疫対応

が図られていること等についても説明し、当該牛に関連する地域において、ＢＳＥ

の患畜が発生した農家のプライバシーに配慮しつつ、過剰な取材を行わないよう報



道機関等に協力を求めるものとする。

さらに、と畜場においてＢＳＥの患畜が確認された場合には、当該牛に由来する

食肉等は焼却処分となるため市場には流通しない旨を、その都度適切に公表するも

のとする。

（２）ＢＳＥ等に関する正しい知識や科学的知見の普及

国及び都道府県等は、教育活動、広報活動等を通じて、ＢＳＥ検査の実績、ＢＳ

Ｅに関する基礎的知識（牛同士の接触や空気を介して感染する病気ではないこと、

特定部位以外は感染性が認められていないこと等 、牛肉等の安全確保対策（と畜）

場からは安全が証明された牛からのもの以外は一切出回らないシステムが既に確立

されていること等）等のＢＳＥに関する正しい知識を普及するとともに、ＢＳＥや

変異型クロイツフェルト・ヤコブ病に関する科学的知見を紹介し、ＢＳＥに関する

国民の理解を深めるよう努めるものとする。

なお、特別措置法においては、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）

上の伝染性海綿状脳症という名称について、これが空気伝播や接触感染をするもの

ではなく、異常プリオン蛋白質に汚染された飼料の経口摂取により感染するという

他の家畜伝染病と異なる特徴を有していることを明確にするため、伝達性海綿状脳

症という名称に変更されたところである。今後、この名称変更の理由についても正

しい知識の普及を図るとともに、名称の変更にかかわらず、引き続きＯＩＥの基準

に準拠して清浄化に向けた措置を講ずる必要があることについても、国民の理解を

深めるよう努めるものとする。

第５ 関係行政機関及び地方公共団体の協力に関する事項

（１）人員の確保

国及び都道府県等は、関係市町村等の協力を得て、対応措置の実施に必要となる

人員を確保するよう努めるとともに、研修の実施による診断・検査技術の向上等に

努めるものとする。

（２）専門家の派遣、防疫資材の確保等

国及び都道府県等は、関係独立行政法人等の協力を得て、ＢＳＥに関する専門家

の派遣、検査機器の貸与等に関し相互に協力して、防疫体制の整備、防疫資材の確

保等に努めるものとする。また、ＢＳＥに関する検査及び防疫措置に関する知見の

収集及び研究開発の推進に努めるものとする。



（３）関係府省間の協力

農林水産省及び厚生労働省は、この計画に掲げる措置を講ずるに当たっては関係

府省との緊密な連携を図るものとする。

（４）地方公共団体への協力

農林水産省及び厚生労働省は、都道府県等において、この計画に掲げる措置が適

切に講じられるよう、相互に連携を図り、必要な措置を講ずるものとする。

第６ その他対応措置に関する重要事項

１ ＢＳＥの発生防止のための措置

（１）輸入検疫措置

国は、我が国への畜産物等の輸出国におけるＢＳＥの発生状況及び発生リスクに

関する情報を収集し、これらの情報に基づき、食品安全委員会において必要な評価

を行った上で、その結果に応じ、的確な輸入検疫を実施するものとする。

（２）国内における発生防止措置

国及び都道府県は、肉骨粉を含む家畜用飼料の製造、販売及び家畜への給与禁止

に係る措置が有効に実施されていることにつき、独立行政法人肥飼料検査所の協力

を得て監視するものとする。

また、牛の肉骨粉を含む肥料については、その使用、製造又は販売に関し、必要

な規制措置を講ずるものとし、その措置が有効に実施されていることにつき、独立

行政法人肥飼料検査所の協力を得て監視するものとする。

２ 肉骨粉の処理等に関する措置

国及び都道府県は、飼料用・肥料用としての利用が規制されている牛の肉骨粉の適

正な保管及び焼却等の推進に努めるものとする。

また、国及び都道府県は、関係業界の協力を得て、死亡牛の焼却施設又は死亡牛由

来の肉骨粉の製造若しくは焼却施設が整備され、かつ、当該施設において適切な処理

が行われるよう努めるものとする。

３ 畜産副産物の区分処理等に関する措置

国及び都道府県は、欧州において牛の肉骨粉の牛への給与を禁止した後においても



ＢＳＥの発生を防ぐことができなかったこと等も踏まえた上で、牛の肉骨粉を原料等

とする飼料の使用の禁止等を確保しつつ、畜産副産物の有効利用を図るため、関係業

界の協力を得て、畜産副産物を原料段階で畜種別等に区分して化製処理を行う体制の

整備に努めるものとする。

４ 畜産農家、関係業者等の経営安定に関する措置

国は、畜産物に係る需給や価格の動向等状況の変化を踏まえ、ＢＳＥの発生に伴う

牛肉価格の低下等により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加

工、流通又は販売の事業を行う者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るた

めに必要な措置を講ずるものとする。


